脱脂粉乳の売渡しについて

令和８年３月３日
独立行政法人農畜産業振興機構

独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）は、所有する脱脂粉乳の売渡しについて、次のとおり一般競争入札に付します。

１　入札の日時及び場所
（１）日時：令和８年３月１８日（水）
午前１１時から同１２時まで
（２）場所：当機構北館１階会議室
入札に当たっては、郵送又は信書便若しくはメール（以下「郵送等」という。）による提出も可能とする。いずれの場合も、事前に機構までその旨を連絡の上、入札日の
１２時までに機構必着とする。郵送等により提出する場合は、別途機構が示す手順に留意すること。

２　入札に付する品目、数量及び規格
（１）品目　　脱脂粉乳（１袋２５ｋｇ）
（２）数量　　特Ａ35規格　７２．３トン
（３）規格
	項　目
	規 格 基 準

	外 観
	色沢及び粉粒に著しい欠陥がないもの

	風 味
	酸味，塩味，変質臭，焦げ臭，その他の異臭味をほとんど有しないもの

	溶解度
	不溶物が0.40ml以下のもの

	乳固形分
	95.0%以上のもの

	無脂乳固形分中
のタンパク質
	35%以上のもの

	水 分
	5.0%以下のもの

	乳脂肪分
	1.5%以下のもの

	ｽｺ-ﾁﾄﾞ
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ
	ディスクＡのもの

	細菌数
	1g当たりの細菌数が5,000以下のもの

	高温菌数
	1g当たりの高温菌数が4,000以下のもの 

	耐熱性菌数
	1g当たりの耐熱性菌数が1,000以下のもの

	大腸菌群
	大腸菌群が｢陰性｣のもの


注１　上記規格は、輸入業務委託条件で提示したものである。検査方法等については、当機構ホームページ「機構が取り扱う乳製品の紹介」（http://www.alic.go.jp/operation/livestock/dairy-about.html）を御参照ください。
注２　今回売渡分の検査結果は、当機構乳製品課までお問い合わせください。

３　売渡明細書
　　別添のとおり。

４　入札の方法
指定乳製品等売渡要領（昭和42年１月11日付41乳第193号。以下「要領」という。）に基づく一般競争入札とする。

５　入札参加資格者
　　入札参加資格者は、次のとおりとする。ただし、暴力団等の反社会的勢力に該当する者は入札参加資格者としない。
（１）食品衛生法（昭和22年法律第233号）第55条第１項の規定に基づく営業許可を受けた者であって、その許可に係る営業が、次のいずれかに該当するもの
ア　乳処理業
イ　菓子製造業
ウ　アイスクリーム類製造業
エ　乳製品製造業
オ　清涼飲料水製造業
カ　食肉製品製造業
キ　食用油脂製造業
ク　そうざい製造業
ケ　複合型そうざい製造業（菓子（パン及びあん類を含む。）を製造する営業に限る。）
コ　複合型冷凍食品製造業（菓子（パン及びあん類を含む。）を製造する営業に限る。）
サ　密封包装食品製造業
シ　添加物製造業
（２）前号の者を構成員とする協同組合等
（３）１号の営業許可を受けていない乳製品の販売業者

６　入札参加申込みの手続き
入札参加希望者は、令和８年３月１７日（火）午後３時までに次の書類を機構に提出するものとする。
なお、郵送等による提出も可能とする。郵送等による入札書の提出を希望する場合は、説明資料を配布するので、事前に14の連絡先に問い合わせの上、提出方法を確認すること。
ア　入札参加申込書（要領に定める様式第１号）
イ　５の（１）の者にあっては、その業種に係る都道府県知事の営業許可書の写し又は保健所長の営業許可書の写し
ウ　５の（２）及び（３）の者にあっては、定款の写し

７　機構への登録
　機構は、６の入札参加申込みの手続きの完了をもって、買受者の登録を行う。


８　入札保証金等の納付
（１）入札参加希望者は、応札金額（消費税及び地方消費税に相当する額は含まない。）の100分の５以上の入札保証金（銀行振出小切手を含む。）又はこれに代わるべき担保（以下「入札保証金等」という。）を入札参加申込書提出時までに機構に納付又は提供するものとする。
（２）入札保証金の振込先
ア　口座名義
独立行政法人　農畜産業振興機構  補給金口
ﾄﾞｸ)ﾉｳﾁｸｻﾝｷﾞｮｳｼﾝｺｳｷｺｳ ﾎｷｭｳｷﾝｸﾞﾁ
イ　口座番号等
	金融機関名
	本支店名
	預金種目
	口座番号

	三菱UFJ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
百十四銀行
農林中央金庫
みずほ銀行
	本店
東京公務部
東京公務部
東京公務部
東京支店
本店
本店
	普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
	７６３７４６４
０４００３７２
０８９７３７６
６１０２９１９
００６８９２７
４００７７５３
６５６１３２５



９　入札
（１）入札書は、要領に定める様式第２号によるものとする。
（２）郵送等による入札書の提出を希望する場合は、説明資料を配布するので、事前に14の連絡先に問い合わせの上、提出方法を確認すること。
（３）入札は、製造国、製造者及び保管場所等を一つの単位として売渡明細書で提示した入札区分（以下「ロット」という。）ごとに、トン当たりの入札価格（消費税及び地方消費税に相当する額は含まない。）及び数量をもって行うものとする。


10　応札最小単位
入札書に記載できる入札数量は１トン以上とする。

11　入札の無効
　次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
（１）買受申込みに際し、虚偽の申告をした者がした入札
（２）入札書の入札価格を訂正した入札、円位未満の端数を付した入札、その他入札書が所定の記載方法によらない入札
（３）入札保証金等が応札金額の100分の５に満たない者がした入札
（４）ロット別の入札に付した数量を超えて入札した者の当該ロットに対する入札
（５）他人に代理をさせた場合において、本人も入札したときのその本人及び代理人の入札又は２人以上の代理人がした入札
（６）他人の代理人として入札した者が同時に本人として入札した場合における代理人としての入札及び本人の入札
（７）２人以上の者の代理人となっている者がした入札

12　入札結果の公表等
（１）入札の結果は、当機構のホームページに公表する。
（２）機構は、入札により買受人として決定した者に対し、売渡通知書を交付する。

13　契約の締結
（１）買受人に決定した者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を令和８年３月３０日（月）までに機構に納付するものとする。
　　　契約金額は、ロットごとの落札金額に消費税及び地方消費税に相当する額（１円未満は切り捨て）を加算した金額の合計額とする。
（２）契約の締結は、売渡通知書の交付を受けた買受人が契約保証金又は買受代金を納付することにより成立するものとする。

14　連絡先
  独立行政法人農畜産業振興機構
酪農乳業部乳製品課　脱脂粉乳売渡入札担当
　　住所：東京都港区麻布台２-２-１　麻布台ビル
　　TEL：03-3583-8616    FAX：03-3583-8473

（参考）　入札書記載例
令和○年○月○日
指定乳製品等入札書
 (
入札日を記載してください。
)〔種類：　　脱脂粉乳　　〕

独立行政法人農畜産業振興機構
　理事長　　天羽　隆　　殿

所在地　○○県○○市○○　　
法人名　株式会社○○　　　　
代表取締役　○○　○○　　　

　貴機構の指定乳製品等売渡要領の諸条項を承諾の上、下記のとおり入札いたします。
記
 (
５
ケタ
のロット番号を記載してください。
)　ロット別の入札価格及び入札数量
	ロット番号
	入札価格
（円／トン）
	数　　量（トン）
	




	 ロット番号
	入札価格
（円／トン）
	数　　量
（トン）

	26001 
	666,666
	10.000　
	
	 (
単位（トン）
に注意し、数量を記載してください。
)
	
	

	26002 
	777,777
	5.000　
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 (
単位（円／トン）
に注意し、入札価格を記載してください。
)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（注）入札価格には、消費税相当額を含めないこと。
	（参考）
	入札書合計枚数
	入札合計数量（トン）

	
	1
	15.000



1

7

